
令和７年度ＮＰＯ法人運営セミナー

「第２回ＮＰＯ法人ポータルサイト活用講座」

長野県企画振興部 広報・共創推進課
令和７年５月29日(木)

ＮＰＯ法人ポータルサイトから
事業報告書を提出してみよう



本日の内容

➀ＮＰＯ法人ポータルサイトからの
事業報告書等の提出方法（講義）・・・60分

（１）事業報告書等のおさらい

（２）ポータルサイトのおさらい

（３）ポータルサイトでの提出方法

②書類提出の実践（実技） ・・・60分

（１）事業報告書等のおさらい （２）ポータルサイトのおさらい （３）ポータルサイトでの提出方法
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事業報告書等について

✓ ＮＰＯ法人は、特定非営利活動促進法の定めにより、
前事業年度の事業報告書等を、事業年度初めの３ヵ月以内に作成
し、所轄庁（長野県）に提出することとなっています（法第28条
第１項、第29条及び長野県特定非営利活動促進法施行条例第５
条）。

✓ また、作成の日から起算して５年を経過した日を含む事業年度の
末日までの間、事務所に備え置かなければならないことになって
います（法第28条第１項）。

例）前事業年度（令和６年度）が令和７年３月31日までの場合

→前事業年度の事業報告書の提出期限は令和７年６月30日まで

（１）事業報告書等のおさらい （２）ポータルサイトのおさらい （３）ポータルサイトでの提出方法



事業報告書等とは

 事業報告書等提出書【１部】

 前事業年度の事業報告書【２部】

 前事業年度の活動計算書【２部】

 前事業年度の貸借対照表【２部】

 前事業年度の財産目録【２部】

 前事業年度の年間役員名簿【２部】

※前事業年度において役員であった者全員の氏名及び住所並びに報酬の

有無を記載した名簿

 前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿【２部】

※社員のうち10人以上の氏名及び住所を記載した名簿

これらに加えて、「計算書類の注記」や委任状などが必要になる場合があります。

（１）事業報告書等のおさらい （２）ポータルサイトのおさらい （３）ポータルサイトでの提出方法



なぜ事業報告書等の提出は必要？

ＮＰＯ法人は、自らに関する情報をできるだけ公開することに
よって、市民の信頼を得て、市民によって育てられるべきという
理念に基づき、ＮＰＯ法では広範な情報公開制度が設けられています。

ＮＰＯ法人自身が、活動内容や会計等の情報を広く市民に公開
することで、市民が信用するに値する団体かどうかを判断します。

市民に情報を公開するため
※所轄庁（長野県）が検査をするためではありません。

（１）事業報告書等のおさらい （２）ポータルサイトのおさらい （３）ポータルサイトでの提出方法



長野県のホームページをご活用ください

（１）事業報告書等のおさらい （２）ポータルサイトのおさらい （３）ポータルサイトでの提出方法



まずは提出の流れの全体像を確認しましょう

（１）事業報告書等のおさらい （２）ポータルサイトのおさらい （３）ポータルサイトでの提出方法



提出書類の長野県様式をダウンロードすることができます

（１）事業報告書等のおさらい （２）ポータルサイトのおさらい （３）ポータルサイトでの提出方法



書類ごとの記載例や間違いやすいポイントも紹介しています

（１）事業報告書等のおさらい （２）ポータルサイトのおさらい （３）ポータルサイトでの提出方法
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内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイトとは

ＮＰＯ法人の運営に係る各種申請（設立、事業報告、定款・役員変更等、各種
申請など）や公告、法人情報の閲覧などをオンラインで行えるＷＥＢサイト。

（１）事業報告書等のおさらい （２）ポータルサイトのおさらい （３）ポータルサイトでの提出方法

こちらから手続きを行えます。
※申請を行うにはアカウント

登録が必要です。



ＮＰＯポータルサイトで電子申請可能な手続き

（１）事業報告書等のおさらい （２）ポータルサイトのおさらい （３）ポータルサイトでの提出方法

大体の手続きは

可能です

たとえば、



ＮＰＯポータルサイトで電子申請可能な手続き①

手続き分類 手続き名

法人設立 ・ＮＰＯ法人の設立認証申請
・ＮＰＯ法人の設立認証申請 補正書類の提出
・ＮＰＯ法人の設立に係る登記の届出

事業報告 ・ＮＰＯ法人の事業報告書等の提出

定款・役員変更 ・ＮＰＯ法人の定款変更の認証申請
・ＮＰＯ法人の定款変更の認証申請 補正書類の提出
・ＮＰＯ法人の定款変更の届出
・ＮＰＯ法人の定款変更に係る登記の届出
・ＮＰＯ法人の役員の変更等の届出
・ＮＰＯ法人の役員変更を伴わない代表者氏名の変更等の届出
・認定・特例認定ＮＰＯ法人の代表者の氏名の変更の届出
・認定・特例認定ＮＰＯ法人の定款変更に係る変更後の定款等
の所轄庁以外の関係知事への提出

認定・特例認定 ・ＮＰＯ法人の認定の申請
・ＮＰＯ法人の特例認定の申請
・認定に係る申請書等の所轄庁以外の関係知事への提出
・特例認定に係る申請書等の所轄庁以外の関係知事への提出
・認定の有効期間の更新に係る申請

（１）事業報告書等のおさらい （２）ポータルサイトのおさらい （３）ポータルサイトでの提出方法



ＮＰＯポータルサイトで電子申請可能な手続き②

手続き分類 手続き名

認定・特例認定 ・認定の有効期間の更新に係る所轄庁以外の関係知事への提出
・認定・特例認定ＮＰＯ法人の取消申請
・認定・特例認定ＮＰＯ法人の事務所の申請に係る申請書等の
所轄庁以外の関係知事への提出
・認定・特例認定ＮＰＯ法人の役員報酬規程等の提出
・認定・特例認定ＮＰＯ法人の助成金支給に係る書類の提出

合併/解散 ・ＮＰＯ法人の合併の認証申請
・ＮＰＯ法人の合併の認証申請 補正書類の提出
・認定ＮＰＯ法人と認定ＮＰＯ法人ではないＮＰＯ法人の合併
の認定申請
・特例認定ＮＰＯ法人と特例認定ＮＰＯ法人ではないＮＰＯ法
人の合併の認定申請
・ＮＰＯ法人の合併に係る登記の届出
・認定・特例認定ＮＰＯ法人と認定・特例認定ＮＰＯ法人では
ないＮＰＯ法人の合併の認定に係る申請書等の所轄庁以外の関
係知事への提出
・ＮＰＯ法人の解散の認定申請
・ＮＰＯ法人の解散の届出

（１）事業報告書等のおさらい （２）ポータルサイトのおさらい （３）ポータルサイトでの提出方法



ＮＰＯポータルサイトで電子申請可能な手続き③

手続き分類 手続き名

その他手続き ・清算結了届出書の提出
・清算人就任届出書の提出
・残余財産譲渡認証申請書類の提出
・仮理事選任申請書の提出
・仮理事就任承諾書の提出
・特別代理人選任請求書類の提出

（１）事業報告書等のおさらい （２）ポータルサイトのおさらい （３）ポータルサイトでの提出方法



電子申請可能な書類についての注意点

※迷った場合には、広報・共創推進課にご相談ください。

提出書類によっては、

原本の提出が必要なものがあります。

（登記事項証明書、住民票等）

（１）事業報告書等のおさらい （２）ポータルサイトのおさらい （３）ポータルサイトでの提出方法

ただし、



公開情報はだれでも閲覧することができます

※閲覧できる情報

●基本情報
・法人名称
・事務所の所在地
・代表者氏名
・設立年月日
・目的
・活動分野

●事業報告書等

●定款

など

（１）事業報告書等のおさらい （２）ポータルサイトのおさらい （３）ポータルサイトでの提出方法



不必要な内部情報や個人情報は、記載しないでください

（１）事業報告書等のおさらい （２）ポータルサイトのおさらい （３）ポータルサイトでの提出方法

不必要な内部情報や

個人情報が記載

されていませんか？

所轄庁では、情報の公開にあたっ
て、原則、法令に定められた箇所
のみ※黒塗りして公開します。
（※個人の住所・居所）



オンライン申請のメリット

➀手続きの手間が減り、処理状況が分かりやすくなる
→書類の郵送や持参にかかる手間が省けます。また、24時間いつでも

提出できます。所轄庁から修正依頼を受けた場合もメールが届くので、
確認が便利です。

②郵送代や印刷代を削減できる
→長野県では各種申請を持参、郵送またはオンラインで受け付けています。
オンライン上ではほとんどの書類が提出ができるため、郵送代や印刷代、
交通費を削減できます。

③申請や届出の履歴管理がしやすくなる
→オンラインで提出した書類は全てシステム内に保存されるため、書類の
紛失等の心配がありません。また、申請履歴が全て残るため、法人の
スタッフが入れ替わるような場合でも、管理しやすくなります。
※郵送や持参により申請した履歴は残らないため、継続してオンライン
申請を利用することをお勧めします。

（１）事業報告書等のおさらい （２）ポータルサイトのおさらい （３）ポータルサイトでの提出方法

早く

安く

しっかり管理
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（１）事業報告書等のおさらい （２）ポータルサイトのおさらい （３）ポータルサイトでの提出方法

事業報告書等の提出の手続きの流れ



事業報告書等の提出の方法は２つある

（１）事業報告書等のおさらい （２）ポータルサイトのおさらい （３）ポータルサイトでの提出方法

ＷＥＢ入力方式とツールダウンロード方式の２つ。

今日は、ＷＥＢ入力方式についてご説明します。

（長野県の事業報告書等様式を使用して作成したファイルの提出を想定）



＜申請に必要な情報＞
直接入力

による登録

アップロード

による登録

アップロード

ファイル形式

➀事業報告書類の年度 ○ × ×

②事業報告書等提出書 ×* ○ PDF

③事業報告書 × ○ PDF

④活動計算書 ○ ○ PDF

⑤貸借対照表 ×* ○ PDF

⑥財産目録 ×* ○ PDF

⑦計算書類の注記 × ○ PDF

⑧年間役員名簿 ×* ○ PDF

⑨前事業年度の末日における社員のうち

10人以上の者の名簿
×* ○ PDF

⑩委任状 × ○ PDF

⑪その他の書類 × ○ PDF

提出に必要な情報とWEB入力方式での登録可否

（１）事業報告書等のおさらい （２）ポータルサイトのおさらい （３）ポータルサイトでの提出方法

*所轄庁で独自様式を示している場合に、直接入力を行う入力欄が表示され
ず、PDFファイルのアップロードによる提出のみに制限されるため。



事業報告書等の登録時（ＷＥＢ入力方式）における留意点

（１）事業報告書等のおさらい （２）ポータルサイトのおさらい （３）ポータルサイトでの提出方法

•本システムで提出できるのは、１年につき１度、該当年度の事
業報告書等のみです。

→未提出の事業報告書等を過去年度にさかのぼって、複数年
度分提出することはできません。

•内閣府が公表しているマニュアルでは、ＷＥＢ上での数値の直
接入力が可能となっていますが、本県では、「活動計算書」以
外はPDFファイルのアップロードによる提出となります。

→県独自様式での提出を求めているため。

•ファイル（PDF）をアップロードする際には、編集保護やパス
ワード設定、暗号化を解除しておいてください。

→電子申請に支障をきたす恐れがあります。



事業報告書等の登録方法（ＷＥＢ入力方式）

（１）事業報告書等のおさらい （２）ポータルサイトのおさらい （３）ポータルサイトでの提出方法

実際の画面を

お見せしながら

ご説明します



委任者が申請を行う場合

（１）事業報告書等のおさらい （２）ポータルサイトのおさらい （３）ポータルサイトでの提出方法



入力内容の保存・確認

（１）事業報告書等のおさらい （２）ポータルサイトのおさらい （３）ポータルサイトでの提出方法



事業報告書等（入力内容）の提出

（１）事業報告書等のおさらい （２）ポータルサイトのおさらい （３）ポータルサイトでの提出方法

・保存した内容で所轄庁
に提出する場合には、
ページ一番下の
ボタンをクリックしてく
ださい。
・ ボタンをク
リックすると、確認画面
が表示されます。
・内容を確認し、
をクリックすると、
「所轄庁書類審査中」の
画面が表示されます。

以上で、事業報告書等の
所轄庁への提出は完了で
す。



長野県企画振興部広報・共創推進課

住 所：〒３８０－８５７０

長野市大字南長野字幅下６９２－２

電 話：０２６－２３５－７１８９

ＦＡＸ：０２６－２３５－７０２６

E-mail：kyodo-npo@pref.nagano.lg.jp

ＮＰＯ法人の運営についてご不明な点があればご連絡ください！

30

【ＮＰＯポータルサイトに関するご質問はこちら】

○内閣府 ＮＰＯホームページサポートデスク
ＴＥＬ：０８００-１７０-６４５１
窓口時間：平日09：30～11：59

13：00～18：00
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